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第39回夏季親善野球大会（盆野球）が⾏われました
原発事故に伴い葛尾村での開催ができなかった盆野球は、８⽉14⽇に三春町の町営グ

ラウンドで⾏うことができました。大会には４チームが出場し、久しぶりの懐かしい顔に
笑顔があふれていました。会場には家族や友
⼈らが応援に駆けつけ、猛暑の中熱い声援を
送っていました。熱戦の結果、優勝は落合チ
ームで、準優勝は上野川チームでした。

参加したメンバーは、また来年の盆野球会
場での再会を誓いました。

この大会は町営グラウンドの使用をはじ
め、三春町のご厚意により開催することがで
きました。本当にありがとうございました。

皆さまからのご意⾒・ご質問・記事・写真等をお待ちしております
(メール) hp@vill.katsurao.lg.jp (電話) 0247-61-2850・0247-61-2860

葛尾村の皆様へ 平 成 2 3 年 9 ⽉ 1 ⽇ 発 ⾏
編集･発⾏ 葛尾村総務課企画係



葛尾村民の皆様へ

朝の空気が心地よく感じられる季節になりましたが、村民の皆様においては、長期間の不自

由な避難生活を強いられており、本当にご苦労されている事に対し、心からお見舞いとお詫びを

申し上げます。

震災発生からもうすぐ半年の月日が経とうとしております。この間、東電や国に対しては、再三

にわたり事故の収束と帰村できる環境作りを強く要望してまいりましたが、その対応は満足できるも

のではありませんでした。

今後も、村民の生命・安全を第一に考えながら、１日も早く帰村し、元の生活が取り戻せるよ

う強く強く要望してまいります。

さて、仮設住宅での生活も少しは慣れてきたところかと思われますが、現在、三春町の仮設

住宅には村民の約６割である９１３人が生活をしており、各仮設団地では自治会長が置かれ、

コミュニティーづくりが順調に進んでいるようです。

また、村としてこれまで支援が少なかった自主避難者や、借り上げ住宅に避難されている方

への支援も始める予定です。

この９月からは、幼稚園を三春町の「さくら湖みどり館」に村単独で開園し、９人の園児が通

園する予定です。

先日は、玄葉国家戦略相と意見交換を行いました。その中で、東電ロードマップのステップ

２が来年１月頃に終了し、その後１年間ぐらいは避難生活に耐えて頂きたいとの話がありました。

これに対し村としては、現在のモニタリングでは満足しておらず、葛尾村の大部分を占める山

林や、全ての飲料水、生活用水、空間、土壌のさらに詳細なモニタリングと、大規模かつ、き

め細やかな除染をして頂くよう要望いたしました。

これから、村では復興ビジョン・復興計画を策定してまいりますが、葛尾村の場合、ゴミ処理

やし尿処理など、双葉郡内で共同で行ってきた部分が多くあります。このことから、復興ビジョン

も双葉郡全体として作り上げていくべきであると考えております。また、村民の皆様の考えが十分

に反映された計画とするため、福島大学の支援によりアンケートを実施いたしますので、ぜひ、皆

様のご意見をお聞かせ願います。また、村から村民の皆様への情報発信にも力を入れてまいり

ます。

これから過ごしやすい季節にはなりますが、村民の皆様においては、くれぐれも健康に留意しお

過ごし下さいますようお願い申し上げます。

─── 総 務 課 よ り ───────────────電話 0247-61-2860──

葛尾村臨時広報「ひろがる和」の郵送について 企画係

臨時広報「ひろがる和」は世帯主の避難先に郵送しておりますが、世帯内で世帯主と離
れて避難している⽅にも郵送いたしますので、希望者はお申し出ください。
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双葉地⽅の住⺠を対象にした災害復興実態調査に協⼒ください 企画係

村では、福島大学、双葉地⽅町村会と協⼒をして、アンケート調査「双葉地⽅の住⺠を
対象にした災害復興実態調査」を⾏います。

つきましては、同封のアンケート用紙に記⼊し、返信用封筒で福島大学まで返信下さい。
村⺠全員の声を復興計画に反映させるため、協⼒をお願いいたします。

※個⼈情報や調査内容は双葉地⽅の復興のためにのみ使われ、それ以外の目的に使用する
ことはありません。
※なお、不明な点は、役場担当係までお問い合わせ下さい。

双葉地⽅町村議会議⻑会が要望書を提出しました 議会事務局

このほど双葉地⽅町村議会議⻑会は、福島県知
事・福島県災害対策本部・東京電⼒に対し要望書
を提出しました。

双葉郡８町村の議⻑、副議⻑で構成された要望
団は、私たちのふるさとである双葉地⽅の、１⽇
も早い復興を強く求めました。

税務財政係からのお知らせ 税務財政係

①所得税の確定申告について
確定申告がまだお済みでない⽅は、最寄りの税務署で申告をお願いします。

②罹災(りさい)証明書について
東⽇本大震災により家屋等に被害を受けた⽅で、写真で破損の程度が判定できる⽅に罹災証明

書を交付いたします。該当ある⽅はご連絡ください。
③村税について

住⺠税、固定資産税、軽自動⾞税、国保税については、国の法律がいまだに成⽴していないた
め、現在課税しておりません。詳細は決定次第お知らせいたします。

─── 住 ⺠ ⽣ 活 課 よ り ────────────電話 0247-61-2850──

平成24年度「児童福祉週間」標語の募集について 住⺠⽣活係

毎年５⽉５⽇の「こどもの⽇」から１週間を「児童福祉週間（５⽉５⽇ ５⽉１１⽇）」
と定めて、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種⾏事を⾏っていますが、平成２４年
度の児童福祉週間に向けて、その象徴となる標語を募集します。

詳細については、(財)こども未来財団のホームページhttp://www.kodomomiraizaida
n.or.jp/を参照いただくか、下記お問い合わせ先まで照会ください。
■募集期間 平成23年9⽉1⽇(⽊)  10⽉15⽇(土)
■募集内容 元気で頑張る⼦どもたちを応援する標語や未来に向けての⼦どもたちからの

メッセージとなる標語。
■主 催 者 厚⽣労働省、(社福)全国社会福祉協議会、(財)こども未来財団
■問合せ先 (財)こども未来財団研修調査部 標語募集係TEL：03-6402-4825
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消費⽣活無料法律相談・⽣活再建等相談について 住⺠⽣活係

 あなたの悩みをいっしょに解決しませんか？ 
県では、弁護⼠・司法書⼠による法律相談及びＦＰ（※）による⽣活再建等相談を実施

しています。※ＦＰ(ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ)とは⾦融・保険等⽣活設計のスペシャリストです。
■法律相談（平⽇）毎週⽉・⽊曜⽇１３:００ １７:００ 来所（要予約）及び電話

（休⽇）毎⽉第４⽇曜⽇１０:００ １５:００ 来所（要予約）のみ
■ＦＰ相談（平⽇）毎⽉第４⽊曜⽇１３:００ １７:００ 来所（要予約）及び電話
●予約・問合せ先 県消費⽣活センター 電話 ０２４－５２１－０９９９

総合健診を実施します 健康福祉係

村では村⺠の皆様の健康管理を⽀援するため、総合健診を実施いたします。
健診は、⽣活習慣病の予防や早期発⾒のためには⽋かせません。
自分の健康状態について正確な知識を持ち、健康管理を続けるためこの機会にぜひ受診

してください。
⽇程 対象地区 受付時間

10⽉８⽇(土) 野川・上野川・上葛尾・下葛尾 午前8時から
10⽉９⽇(⽇) 落合・夏湯・大放・岩角・大笹・広谷地・野⾏ 午前10時まで

●実施場所 三春町 三春町中妻地区公⺠館（中妻分館前応急仮設住宅となり）
住所 福島県⽥村郡三春町大字鷹巣字大⽇向１３

重 要

今年度は、胃がん検診の受診希望者の申込を事前に⾏いますのでお忘れないようご連絡く
ださい。窓⼝または電話でお申し込みください。

申込期間：９⽉１⽇（⽊）から９⽉９⽇（⾦）
申込受付窓⼝：葛尾村三春出張所⾙⼭事務所 住⺠⽣活課健康福祉係 0247-61-2850

・大腸がん検診・喀たん検診を受診希望される⽅は、９⽉２７⽇から１０⽉４⽇まで
（土⽇を除く）申込を受付します。（今後周知あり）

★詳しくは、９⽉中旬に通知いたします。

⼦宮頸がん予防ワクチン接種のお知らせ 健康福祉係

この度、供給量が⼗分でないことから接種が遅れておりました⼦宮頸がん予防ワクチン
の供給量の確保ができましたので、ワクチン接種が可能になりました。

つきましては、三春病院にご協⼒をいただき、接種機会を設けました。
なお、対象の⽅には個⼈通知しておりますので、不明な点は役場担当係へお問い合わせ

ください。
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乳がん検診をうけましょう 健康福祉係

村では次のとおり乳がん検診を実施いたしますので、この機会に受けましょう。
⽇本の壮年期⼥性（30 64歳）のがんの死亡原因第⼀位は、乳がんです。
乳がんは、乳房にある乳腺(⺟乳をつくるところ)に発⽣する悪性腫瘍で、初期症状がな

いため、放置されやすいのが特徴です。乳がんは、ごく早期、しこりが⼩さいうちに⾒つ
けて治療すれば、90％近くが治る病気です。最善の対策法は、早期発⾒・早期治療です。

検診⽇ 受付時間 ⼈数
平成23年10⽉ 6⽇（⽊） 午 前 8:30 9:30 先着70名

午 後 1:00 2:00
平成23年10⽉16⽇（⽇） 午前のみ 8:30 9:30 先着40名

対 象 者 平成２４年３⽉３１⽇現在３０歳以上の⼥性
１.ペースメーカー、シャントチューブ、ポート挿⼊されている⽅

対象と ２.豊胸⼿術（シリコン等）を受けている⽅
ならない⽅ ３.授乳中の⽅

４.乳がんの既往がある⽅
３０ ３９歳 ・視触診

検診内容 ・超⾳波（エコー）検査 （午前のみ）
40歳以上 ・視触診

・乳房Ｘ線撮影（マンモグラフィ）
料 ⾦ 無料
会 場 ⾙⼭⽀え合いセンター（⾙⼭仮設住宅集会所）
持 ち 物 ・クーポン券(該当者のみ)

・バスタオル
申込窓⼝：葛尾村役場 ⾙⼭事務所 住⺠⽣活課 保健師 林

電話 0247-61-2850
申し込み 申込期限：９⽉22⽇（⽊）まで

※窓⼝、電話で申し込みできます。
※事前予約の⽅のみとなりますので当⽇の申込受付は⾏いません。
※30 39歳の⽅は、午前中のみとなりますのでご注意ください。

避難先での健康管理について 健康福祉係

避難先での⽣活は、新しい暮らしのストレスや、これまでの⾝体的な疲労、そしてこれ
からの⽣活に対する不安などが積み重なり、⼼⾝の健康を損ないやすくなります。

家族や新しい近隣の⼈、相談できる⼈などと⼀緒に、無理なくこれからの⽣活に徐々に
慣れていきましょう。

また、仮設住宅だけでなく、借り上げ住宅などで避難されている⽅も、健康管理につい
て次の各項目を参考にしてください。

少しでも不安なことや悩みがあるときは、遠慮しないで役場担当係や各種相談窓⼝へご
連絡下さい。早めの⾏動が大切です。

葛尾村臨時広報「ひろがる和」No.8̲H230901- 4 -



１.仮設住宅での暮らしについて
・避難する前の村での⽣活のリズムを取り戻し、規則正しく、活動的に過ごしましょう
・不自由で困った事などは自治会⻑・役場職員・保健師などにすぐに相談しましょう
・例えば....家の中の段差が恐い、⼿すりがない、湯沸かし器やコンロの使い勝⼿が悪い、

室内の暑さ、寒さ・湿気に困っている などなど
２.閉じこもりの予防について
・近所の⼈とあいさつをして顔なじみになりましょう
・１⽇１回は必ず家の外に出るようにしましょう
・仮設住宅内での活動や集会、⾏事などに積極的に参加しましょう
・⽇課を決めて散歩などの運動、趣味の活動をしましょう
３.健康管理について
・⾷事前や、家に帰ってきたときは必ず⼿洗い・うがいをしましょう
・⾷事は３⾷決まった時間にきちんととり、⻭みがき・⼊れ⻭の洗浄をしましょう
・適度な運動（散歩など）を毎⽇して、⼗分に睡眠をとりましょう
・飲酒はほどほどにし、休肝⽇をつくりましょう
・定期的に病院などで健康チェックをしましょう
・体調がいつもと違うときはすぐに相談・受診しましょう
・何事も無理をしないようにしましょう
※持病がある場合は。。。
・定期的に主治医の診療を受け、医師の指導による服薬、⾷事療法をつづけましょう
・通院が難しい、⾷事に不安があるときは役場に相談しましょう
４.気持ちの落ち込みについて
・震災後に、ショック・不安・⾝体の不調を感じることは、自然な反応です
・自分１⼈でがんばりすぎないようにしましょう
・家族やまわりの⼈につらさを話したり、助けを求めましょう
・⾷欲がない、眠れない、やる気が起きない、イライラや不安がある、涙が⽌まらない、

頭痛・動悸・だるさなどの症状があるときはすぐに相談・受診しましょう
・家族や知⼈の様⼦がおかしいときは気づいた⼈が相談しましょう
５.認知症について（ご家族の⽅へ）
・たび重なる転居による環境の変化や、避難⽣活の⻑期化は症状を悪化させることが多々

あります
・落ち着きを取り戻すため、声かけや会話を増やしましょう
・本⼈の不安や気がかりになっていることを良く聞きましょう
・普段よりさらにおだやかに接しましょう
・⽣活の中で「できること」を⼀緒に⾏いましょう
・規則正しい⽣活のリズムづくりをしましょう
・買い物、散歩などで外に出る機会をつくりましょう
・家族の負担を少なくするために介護保険サービスを利用しましょう
・仮設住宅での⽣活が難しいと感じたときは早めに役場などに相談しましょう
６.⽣活再建に向けて
・これからの⽣活については、家族やまわりの⼈に相談し、みんなで考えましょう
・役場からの広報やお知らせを必ず⾒ましょう
・災害後の情報に関⼼を向け、テレビや新聞も⾒ましょう
・⼿続きなどわからないことがあったら遠慮なく役場に聞きましょう

(参考：兵庫県⽴大学災害拠点パンフレット「災害からの復興に向けて」)
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─── 地 域 振 興 課 よ り ────────────電話 0247-61-2850──

応急仮設住宅の暑さ対策について 地域整備係

応急仮設住宅には、暑さ対策としてゴーヤ等を外壁に茂らせる「緑のカーテン」を要望
により設置していますが、各団地の追加⼯事等の進⾏状況により次のとおり変更となりま
すのでお知らせいたします。

設置済みの団地 ※来年度要望団地
・旧中郷⼩学校団地 ・旧中郷⼩学校東団地 ・⾙⼭団地
・⻫藤場上⽥団地 ・⻄⽅浮⾙団地 ・過⾜団地
・狐⽥団地 ・斎藤字⾥内団地
・中妻分館前団地 ・鷹巣瀬⼭団地

県内の応急仮設住宅としての⺠間賃貸住宅に係る等返還（遡及措置） 地域整備係

平成２３年３⽉１１⽇以降、避難のため被災者自らが⼊居した⺠間賃貸住宅に係わる
家賃等返還について、福島県内での取扱いを以下のとおりとし、県内の応急仮設等に⼊
居するまでの間に、被災者が既に⽀払った家賃等をさかのぼって負担します。
１ 対象世帯

東⽇本大震災により住家が全壊等し居住する住家がない世帯、または、原⼦⼒事故に
よる避難指⽰等が出ている地域内から避難している世帯で、自らの資⼒では住宅を得る
ことができない世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯。

(１)避難のため⼊居していた県内の⺠間賃貸住宅を、福島県借上げ住宅に切り替えた
世帯

(２)避難のため⼊居していた県内の⺠間賃貸住宅から、県内の別の応急仮設住宅等に
住み替えた世帯

※応急仮設住宅等とは、応急仮設住宅、借上げ住宅、公営住宅、雇用促進住宅、
公務員宿舎の他に自宅、社宅、知⼈親類宅を含む。

２ 対象期間
東⽇本大震災発⽣⽇の平成２３年３⽉１１⽇から県内の応急仮設住宅等に⼊居するま

での間で、県内の⺠間賃貸住宅に⼊居していた期間
３ 対象費用

対象期間内に対象世帯が負担した敷⾦、礼⾦、仲介⼿数料、損害保険加⼊費用（⼊居
に伴う借家⼈賠償保険、家財保険等）、家賃、（駐⾞場代を含めることを可とする）、管
理費、共益費

４ 申請受付期間
平成２３年８⽉１２⽇（⾦）から平成２３年１０⽉３１⽇（⽉）まで
※平成２３年１０⽉３１⽇（⽉）必着

５ 申請⼿続き
⼿続きについては、申請者（⼊居者）が「家賃等代理受領承諾申請書兼契約置換書」
を記⼊押印し、貸主、仲介業者から承諾印をもらったうえで、県へ郵送して下さい。

６ 申請書郵送先及びお問い合わせ先
〒９６０－８６７０ 福島県災害対策本部 遡及措置担当
TEL ０２４－５２２－６５１１、６５１２（受付時間：平⽇９時 １７時まで）
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※県外に避難している⽅の、借上住宅対応都道府県についての問い合わせ先は、
県外避難者⽀援担当 024-523-4157（福島県庁）まで

賃貸住宅の⼊居⽀援について（葛尾村） 地域整備係

村では、平成２３年３⽉１１⽇以降に自ら⼿続きをして⺠間住宅等に⼊居している避難
者で、福島県借上げ住宅の対象とならなかった世帯に対し、救済処置として助成⾦を交付
しています。

助成⾦の交付を受けようとする世帯は、平成２３年９⽉３０⽇までに申請書を提出して
ください。

１ 助成⾦の交付対象者
助成⾦の交付対象者は、平成２３年３⽉１１⽇に葛尾村に住所を有する者とし、福島県

借上げ住宅の対象とならなかった世帯

２ 助成⾦の額及び期間
助成⾦の額は、家賃及び駐⾞場使用料の⽀払い⾦額の範囲内とし、⽉６０，０００円を

上限として交付します。助成期間は、応急仮設住宅に⼊居可能となった⽉の末⽇までとし
ます。ただし、避難の状況により、延⻑することがでます。

３ 助成⾦の交付申請
賃貸住宅⽀援助成⾦交付申請書兼請求書（様式第１号）を村⻑に提出してください。

（契約書の写し及び領収書を必ず添付してください）

仮設住宅の住所について 地域整備係

仮設住宅各団地の住所は次のとおりです。

1 ⾙⼭ かいやま 〒963-7719 三春町大字貝山字井堀田２８７－１
かいやま い ぼ り た

2 旧中郷⼩学校 なかさと 〒963-7713 三春町大字柴原字柴原８０－１
しばはら しばはら

3 〃 東 なかさとひがし 〃 〃
4 狐⽥ きつねだ 〒963-7717 三春町大字狐 田字沢口９－１

きつね だ さわぐち

5 中妻分館前 なかつま 〒963-7725 三春町大字鷹巣字大日向１９－１
たかのす お お ひ な た

6 過⾜ よぎあし 〒963-7718 三春町大字過足字寺の前１８２
よぎあし てら まえ

7 ⻫藤⾥内 さとうち 〒963-7723 三春町大字斎藤字里内１２２－１
さいとう さとうち

8 ⻫藤場上⽥ ばじょうでん 〒963-7723 三春町大字斎藤字場上田２２７－１
さいとう ばじようでん

9 鷹巣瀬⼭ たかのす 〒963-7725 三春町大字鷹巣字瀬山３３４
たかのす せ やま

10 ⻄⽅浮⾙ うきがい 〒963-7722 三春町大字西方字浮貝６４５
にしかた うきがい
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平成23年度中⼭間地域等直接⽀払制度について 地域づくり推進係

８⽉２２⽇(⽉)、平成２３年度に係る中⼭間地域等直接⽀払制度について集落代表者会
議を開催しました。

会議では、国の「原発事故に係る制度の取扱い」について説明を⾏い、本年度の協定取
組について協議いただき、平成２３年度については「実施しない」⽅針で決定しました。

「実施しない主な理由」は、以下のとおりです。
１．協定農用地の放射性物質の状況が不明確であり、安全な作業に⽀障があること。
２．国の放射性物質の安全基準に対する不安や、避難先が遠⽅のため参加できない⼈がい

ること。
なお、今年度の交付⾦については、東京電⼒(株)に損害賠償請求することとなりますの

で、請求についての詳細がわかり次第、随時お知らせいたします。

双葉農業普及所からのお知らせ 地域づくり推進係

双葉農業普及所は、現在、県いわき合同庁舎に仮事務所を設置しておりますが、その他
に、避難されている農家の皆さんの相談窓⼝を下記のとおり設置しております。

放射性物質に関する情報、出荷規制やモニタリング結果など、わかりやすくご説明しま
すので、お気軽にお越しください。
◇ 9⽉ 1⽇(⽊)10:00 15:00 男⼥共⽣センター1階(浪江町災害対策本部)
◇ 9⽉ 2⽇(⾦)10:00 15:00 会津若松市役所追⼿町第⼆庁舎(大熊町災害対策本部)
◇ 9⽉ 8⽇(⽊)10:00 15:00 ビッグパレットふくしまCホール(富岡町・川内村災害対策本部)
◆ 9⽉ 8⽇(⽊)10:00 15:00 三春⾙⼭多目的運動公園管理棟(葛尾村災害対策本部)
◇ 9⽉ 9⽇(⾦)10:00 15:00 いわき明星大学大学会館2階(楢葉町災害対策本部いわき出張所)
◇ 9⽉15⽇(⽊)10:00 15:00 男⼥共⽣センター1階(浪江町災害対策本部>
◇ 9⽉16⽇(⾦)10:00 15:00 会津若松市役所追⼿町第⼆庁舎(大熊町災害対策本部)
◇ 9⽉22⽇(⽊)10:00 15:00 ビッグパレットふくしまCﾎｰﾙ(富岡町・川内村災害対策本部)
◆ 9⽉22⽇(⽊)10:00 15:00 三春⾙⼭多目的運動公園管理棟(葛尾村災害対策本部)
◇ 9⽉29⽇(⽊)10:00 15:00 男⼥共⽣センター1階(浪江町災害対策本部)
◇ 9⽉30⽇(⾦)10:00 15:00 会津若松市役所追⼿町第⼆庁舎(大熊町災害対策本部〉

※上記災害対策本部内に設置しますが、町村問わず避難先から最寄りの窓⼝にお越しくだ
さい。また、上記以降の⽇程は随時お知らせいたします。
【問】双葉農業普及所 電話:0246-24-6044 FAX:0246-24-1169

住所:いわき市平字梅本15 県いわき合同庁舎3階会議室

農業委員会協議会の開催 農業委員会

８⽉２２⽇(⽉)、避難後第３回となる農業委員会協議会を開催しました。
会議の中では、これまでの東⽇本大震災の経過説明に引き続き、今後の農業委員会の活

動や復興・復旧に向けた活発な意⾒交換が⾏われました。
今後も、復興・復旧に向けた活動について積極的に取り組んでいきます。
また、避難先での農業や、村の農地に関する相談などを受け付けておりますので気軽に

ご相談ください。
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─── 教 育 委 員 会 ・ 公 ⺠ 館 よ り ──────電話 0247-61-2860──

教員の異動について 教育委員会
本年度教職員の定期⼈事異動があり、下記のように発令になりましたのでお知らせいた

します。（新採用は４⽉１⽇付け）
◎転出者（新任校）

●⼩学校 教 頭 渡邉 由紀⼦ （南相⾺⽴大甕⼩学校）
教 諭 古内 奈穂美 （南相⾺市⽴福浦⼩学校）兼務発令 いわき市⽴植⽥⼩学校

●中学校 教 諭 ⼭⽥ 順⼀ （南相⾺市⽴原町三中学校）兼務発令 会津坂下町⽴第⼆中学校
教 諭 鈴⽊ 恵美 （南相⾺市⽴⼩⾼中学校）兼務発令 いわき市⽴平第三中学校
養護教諭 古⽥ 純⼦ （浪江町⽴浪江東中学校）兼務発令 郡⼭市⽴郡⼭第⼆中学校

◎転⼊者（現任校）
●⼩学校 教 頭 ⽇下 雄⼀郎 （南相⾺市⽴福浦⼩学校）

教 諭 吉⽥ 史緒 （⽥村市⽴下大越⼩学校）兼務発令 三春町⽴岩江⼩学校
教 諭 堀⽥ 寿男 （浪江町⽴浪江⼩学校）兼務発令 三春町⽴岩江⼩学校
栄養技師 髙橋 知⼦ （楢葉町⽴楢葉中学校）兼務発令 会津若松市⽴城南⼩学校

●中学校 教 諭 髙橋 良太 （新 採 用）兼務発令 ⽥村市⽴船引中学校
養護教諭 阿部 ⾹織 （新 採 用）兼務発令 ⽥村市⽴船引⼩学校
講 師 ⼭⽥ 実加 （新 採 用）兼務発令 郡⼭市⽴郡⼭第⼆中学校

◎兼務発令(兼務とは、本来所属する学校が休校や⽣徒数減少等の状態にある場合、職員が実際に勤務(兼
務)して児童⽣徒の⽀援にあたる学校のことです。)

●⼩学校 ●中学校
校 ⻑ 大和⽥ 正恵 葛尾村役場三春の⾥事務所 校 ⻑ 大⽵ 良幸 葛尾村役場三春の⾥事務所
教 頭 ⽇下 雄⼀郎 葛尾村役場三春の⾥事務所 教 頭 荒 不⼆夫 葛尾村役場三春の⾥事務所
教 諭 ⻄崎 ⾹織 会津坂下町⽴広瀬⼩学校 教 諭 ⾦澤 正典 ⽥村市⽴移中学校
教 諭 遠藤 淑⼦ ⽥村市⽴緑⼩学校 教 諭 宗像 良治 ⽥村市⽴移中学校
教 諭 伊藤 美穂⼦ ⽥村市⽴常葉⼩学校 教 諭 桑葉 裕之 三春町⽴岩江中学校
教 諭 大釜 拓 柳津町⽴柳津⼩学校 教 諭 阿部 則代 会津坂下町⽴第⼆中学校
教 諭 荒⽊ 久美⼦ 須賀川市⽴第三⼩学校 教 諭 羽根⽥ ⼀弘 郡⼭市⽴郡⼭第⼆中学校
養護教諭 ⾦谷 眞知⼦ 三春町⽴岩江⼩学校 主 事 紺野 直之 葛尾村役場三春の⾥事務所
主 査 猪狩 もよ⼦ 葛尾村役場三春の⾥事務所

浮⾙団地親睦会が開かれました 教育委員会

8⽉21⽇に⻄⽅浮⾙団地に
おいて、初顔合わせとなる第
1回目の親睦会が⾏われまし
た。多くの住⺠が参加して賑
やかで楽しい会となりまし
た。

上葛尾地区住⺠は２団地に
分かれてしまいましたが、今
後も交流をしていこうと話し
合いました。

なお、自治会⻑は松本敏⾒さんに決定しました。
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成⼈式について 公⺠館

満20歳に達した⻘年の門出を祝し、将来の幸福を祈念するとともに、成⼈としての自
覚を持っていただくために、成⼈式を⾏います。

対象者には申込みはがきを送付しますので、11⽉30⽇（⽔）までに公⺠館にお申し込
みください。

●⽇ 時 平成24年1⽉2⽇（⽉）午前10時より

●場 所 三春町⼋⽂字屋 三春町字大町18-1
（ 電話 0247-62-5757 ）

●対象者 平成3年4⽉2⽇から平成4年4⽉1⽇までに
⽣まれた⽅※転出された⽅も含みます

─── お 知 ら せ ─────────────────────────────

Ｂ型肝炎感染者の⽅を対象にした電話相談会 全国Ｂ型肝炎訴訟新潟事務所

集団予防接種によるＢ型肝炎感染者の⽅を対象にした、国の補償に関する電話相談会が
次のとおり実施されます。なお、相談費用は無料です。

■開催⽇時 平⽇ ⽉曜⽇  ⾦曜⽇ （随時）
午前９時００分  午後５時００分

■問合せ先 団体名：全国Ｂ型肝炎訴訟新潟事務所
住 所：新潟市中央区⻄堀前通⼀番町７０３⻄堀⼀番町ビル６階
⽒ 名：代表 弁護⼠⾜⽴定夫
電 話：０２５－２２３－１１３０ ＦＡＸ：０２５－３７８－１６６２

「公正証書」で安⼼・確実に！ 福島地⽅法務局いわき⽀局

10⽉1⽇から7⽇は「公証週間」です。公証制度は、公務員である公証⼈が、大切な契
約や遺⾔を「公正証書」で作成したり、会社設⽴のための定款を認証するなど、国の公証
に関する業務を取り扱う制度です。

「公正証書」は、公⽂書ですから、⾼い証拠⼒がある上、裁判を経ずに強制執⾏ができ
る執⾏⼒も付与出来ます。遺産相続、任意後⾒、⾦銭貸借、土地・建物賃貸借、離婚に伴
う⼦の養育費等に関して、後に問題が⽣じないよう当事者が「公正証書」を作成しておけ
ば、大事な財産や権利を安⼼かつ確実に守ることができます。これらに関して⾯談または
電話による特別相談を次のとおり⾏いますので、お気軽にご利用ください。
■⾯談による相談開催⽇時：10⽉1⽇（土）及び2⽇（⽇） 10:00 16:00

（※要電話予約） 10⽉3⽇（⽉） 7⽇（⾦） 17:00 19:00
場所：いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センター

（旧産業会館）4階いわき公証役場 電話０２４６－２３－４０６６
■電話による相談開催⽇時：10⽉1⽇（土） 7⽇（⾦）9:30 12:00、13:00 16:30

電話番号：０３－３５０２－８２３９
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県税の優遇措置のお知らせ 福島県

東⽇本大震災で被害を受けられた皆様へ

１ 代替自動⾞の非課税措置について
地震⼜は津波による被災自動⾞の代替自動⾞を取得した場合、申請により自動⾞取得税

及び平成25年度までの各年度の自動⾞税が非課税となります。
※納付済みの場合は還付

２ 相当の修繕費を要した自動⾞の減免措置について
地震⼜は津波により自動⾞が損害を受け、修繕費が被災前の自動⾞の価格の３０％以上

である場合は、申請により自動⾞税の減免措置を受けることができます。
※原⼦⼒災害による被災自動⾞については、現在救済措置を検討中

３ 被災代替家屋等の不動産取得税について
東⽇本大震災により被災した家屋の所有者が、平成３３年３⽉３１⽇までに新たな家屋

を取得された場合、「新たに取得された家屋」の不動産取得税が軽減されます。
また、被災した家屋の敷地である土地の所有者についても、同様の軽減措置があります。
４ 個⼈事業税の課税等について

県内で事業を営んでいる⽅を対象とした個⼈事業税は、通常８⽉３１⽇（第１期分）ま
でと１１⽉３０⽇（第２期分）までの２回に分けて納めることになっていますが、平成２
３年度課税分については東⽇本大震災に伴う納期限等の延⻑措置により、納税通知書の発
付を延期しています。また、事業用資産に受けた損害の程度に応じて減免を受けることが
できます。

詳しくは、最寄りの県税部に気軽にお問合せください。
◇お問い合わせ ○県北地⽅振興局県税部 電話０２４－５２３－４７８９

○県中地⽅振興局県税部 電話０２４－９３５－１２３３
○県南地⽅振興局県税部 電話０２４８－２３－１５１２
○会津地⽅振興局県税部 電話０２４２－２９－５２３３
○南会津地⽅振興局県税部 電話０２４１－６２－５２１２
○相双地⽅振興局県税部 電話０２４４－２６－１１２３
○いわき地⽅振興局県税部 電話０２４６－２４－６０２４
○県庁総務部税務課 電話０２４－５２１－７０６７

花いちもんめ

去る８⽉１７⽇宇都宮市のフラワーショップ
「花いちもんめ」さんが、「花で⼼を癒してくだ
さい。」と切り花を届けてくださいました。

みなさんの顔も花と同じようににこやかになり
ました。

⼼のこもったきれいな花を届けていただき、あ
りがとうございました。
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葛尾村の避難状況について 災害対策本部

平成23年8⽉31⽇現在の葛尾村⺠の避難状況はつぎのとおりです。

自 主 避 難 34 ⼈
避 難 所 等 0 ⼈

県 内 避 難 者 ホ テ ル 等 0 ⼈
借 上 住 宅 446 ⼈
仮 設 住 宅 913 ⼈

計 1,393 ⼈
県 外 避 難 者 自 主 避 難 133 ⼈

仮設住宅団地の放射線量 災害対策本部

簡易測定器により測定 平成23年8⽉30⽇ 8:35 9:20
単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ毎時

団 地 名 測 定 ⾼ さ
地上１㎝ 地上１ｍ

⾙ ⼭ 団 地 かいやま 0.19 0.17
旧中郷⼩学校団地 なかさと 0.16 0.17
狐 ⽥ 団 地 きつねだ 0.22 0.21
中 妻 分 館 前 団 地 なかつま 0.22 0.22
過 足 団 地 よぎあし 0.22 0.24
斉 藤 里 内 団 地 さとうち 0.13 0.11
⻫ 藤 場 上 ⽥ 団 地 ばじょうでん 0.39 0.31
鷹 巣 瀬 ⼭ 団 地 たかのす 0.26 0.26
西 方 浮 貝 団 地 うきがい 0.17 0.17

葛尾村内の放射線量（空間・土壌）は次ページをご覧下さい。
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風越
7/28 11:38  1.5μsv/h
8/4　11:54　1.4μsv/h
8/11 11:50　1.4μsv/h
8/18 11:19　1.4μsv/h
8/25 11:30　1.3μsv/h

中平
7/28 11:31　1.6μsv/h
8/4　11:47　1.6μsv/h
8/11 11:43　1.5μsv/h
8/18 11:12　1.5μsv/h
8/25 11:38　1.4μsv/h

東平
7/28 11:22  1.6μsv/h
8/4　11:40　1.5μsv/h
8/11 11:34　1.5μsv/h
8/18 11:06　1.4μsv/h
8/25 11:21　1.4μsv/h

※1(毎日計測)
境ノ岫
7/31 10:06　1.9μsv/h
8/7  11:50  1.4μsv/h
8/14 12:53　1.8μsv/h
8/21 13:01　1.8μsv/h
8/28 12:07　1.8μsv/h

湯殿
7/29 13:31　1.1μsv/h
8/5  10:23　1.1μsv/h
8/12 12:31　1.1μsv/h
8/19 11:58　1.0μsv/h
8/26 12:23　1.1μsv/h

仲ノ内
7/29 13:26　1.9μsv/h
8/5  10:30　1.9μsv/h
8/12 12:24　1.8μsv/h
8/19 11:54　1.7μsv/h
8/26 12:47　1.9μsv/h

※1(毎日計測)
役場
7/31 10:22　1.1μsv/h
8/7  11:32  0.8μsv/h
8/14 12:20　1.0μsv/h
8/21 12:48　1.0μsv/h
8/28 11:52　1.0μsv/h

大放
7/30 12:35　1.9μsv/h
8/6  12:15　1.6μsv/h
8/13 13:26　1.8μsv/h
8/20 12:14　1.8μsv/h
8/27 12:40　1.8μsv/h

大笹
7/30 12:20　1.5μsv/h
8/6  11:58　1.3μsv/h
8/13 13:15　1.3μsv/h
8/20 11:59　1.4μsv/h
8/27 11:41　1.3μsv/h

広谷地
7/29 12:52　7.5μsv/h
8/5  11:04　7.5μsv/h
8/12 11:52　7.9μsv/h
8/19 11:28　7.2μsv/h
8/26 12:27　7.7μsv/h

阿掛線入口
7/29 13:06 10.1μsv/h
8/5  10:52 10.7μsv/h
8/12 12:08 10.2μsv/h
8/19 11:38　9.8μsv/h
8/26 12:04　9.5μsv/h

※2(毎時計測)
柏原
7/31 12:00  7.3μsv/h
8/7  12:00　7.0μsv/h
8/14 12:00　7.1μsv/h
8/21 12:00　6.9μsv/h
8/28 12:00　6.8μsv/h

岩角
7/30 12:07　2.5μsv/h
8/6  11:46　2.2μsv/h
8/13 13:03　2.2μsv/h
8/20 11:47　2.2μsv/h
8/27 12:31　2.4μsv/h

野行
7/30 13:55　15.6μsv/h
8/6  11:35　15.6μsv/h
8/13 12:50　15.0μsv/h
8/20 11:40　13.6μsv/h
8/27 12:07　15.6μsv/h

※1(毎日計測)
文部科学省のホームページ参照
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304001.htm

※2(毎時計測)
福島県のホームページ参照
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/contents?CONTENTS_ID=23853

※葛尾村役場の平常値は、
  0.04～0.06μsv/hです。
※年間1msvは約0.11μsv/hです。
  (24時間浴び続けた場合)

平成23年放射線モニタリング測定値(葛尾村) No.12
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風越　(2011/5/19採取)
 I-131     510 Bq/Kg
Cs-134   11000 Bq/Kg
Cs-137   14000 Bq/Kg
Te-129m   4100 Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136     ND  Bq/Kg
La-140     ND  Bq/Kg

中平　(2011/5/19採取)
 I-131     540 Bq/Kg
Cs-134   13000 Bq/Kg
Cs-137   16000 Bq/Kg
Te-129m   3900 Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136      97 Bq/Kg
La-140     ND  Bq/Kg

東平　(2011/5/19採取)
 I-131     170 Bq/Kg
Cs-134    2700 Bq/Kg
Cs-137    3400 Bq/Kg
Te-129m    810 Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136     ND  Bq/Kg
La-140     ND  Bq/Kg

仲ノ内　(2011/5/20採取)
 I-131     470 Bq/Kg
Cs-134   16000 Bq/Kg
Cs-137   19000 Bq/Kg
Te-129m   3300 Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136      91 Bq/Kg
La-140     ND  Bq/Kg

湯殿　(2011/5/20採取)
 I-131     260 Bq/Kg
Cs-134    5200 Bq/Kg
Cs-137    6600 Bq/Kg
Te-129m    ND  Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136     ND  Bq/Kg
La-140     ND  Bq/Kg

広谷地　(2011/5/20採取)
 I-131    1900 Bq/Kg
Cs-134   44000 Bq/Kg
Cs-137   55000 Bq/Kg
Te-129m  18000 Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136     240 Bq/Kg
La-140      60 Bq/Kg

阿掛線入口(2011/5/20採取)
 I-131    1700 Bq/Kg
Cs-134   74000 Bq/Kg
Cs-137   92000 Bq/Kg
Te-129m  34000 Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136     510 Bq/Kg
La-140      99  Bq/Kg

野行　(2011/5/21採取)
 I-131    3800 Bq/Kg
Cs-134  110000 Bq/Kg
Cs-137  130000 Bq/Kg
Te-129m  47000 Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136     750 Bq/Kg
La-140      80 Bq/Kg

岩角　(2011/5/21採取)
 I-131     310 Bq/Kg
Cs-134    5600 Bq/Kg
Cs-137    6700 Bq/Kg
Te-129m   2200 Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136      40 Bq/Kg
La-140     ND  Bq/Kg

大笹　(2011/5/21採取)
 I-131     280 Bq/Kg
Cs-134    3800 Bq/Kg
Cs-137    4600 Bq/Kg
Te-129m    ND  Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136     ND  Bq/Kg
La-140     ND  Bq/Kg

大放　(2011/5/21採取)
 I-131     290 Bq/Kg
Cs-134    5700 Bq/Kg
Cs-137    7000 Bq/Kg
Te-129m   1500 Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136      49 Bq/Kg
La-140     ND  Bq/Kg

記号　　　元素名　　　　半減期
 I-131  ヨウ素　131　　 約  8.1 日
Cs-134  セシウム　134　 約  2.1 年　
Cs-137  セシウム　137　 約 30.0 年　
Te-129m テルル　129m    約 33.6 日
Te-132  テルル　132　　 約  3.2 日
Cs-136  セシウム　136　 約 13.1 日　
La-140  ランタン　140　 約 40.3 時

役場　(2011/5/21採取)
 I-131     540 Bq/Kg
Cs-134   12000 Bq/Kg
Cs-137   15000 Bq/Kg
Te-129m   4900 Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136     ND  Bq/Kg
La-140     ND  Bq/Kg

境ノ岫(2011/5/21採取)
 I-131     220 Bq/Kg
Cs-134    9900 Bq/Kg
Cs-137    3200 Bq/Kg
Te-129m    ND  Bq/Kg
Te-132     ND  Bq/Kg
Cs-136      52 Bq/Kg
La-140     ND  Bq/Kg

土壌サンプル採取結果
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各種問い合わせ先

○葛尾村三春出張所

⾙⼭事務所（⾙⼭多目的運動公園管理棟）
［住⺠⽣活課(災害対策本部)・地域振興課・税務財政係・出納室・農業委員会］
〒963-7719 福島県⽥村郡三春町大字⾙⼭字井堀⽥287-1

TEL 0247-61-2850（代表） FAX 0247-62-0282

三春の⾥事務所（さくら湖自然観察ステーション）
［総務課(税務財政係を除く)、議会事務局、教育委員会、公⺠館］
〒963-7722 福島県⽥村郡三春町大字⻄⽅字⽯畑270-1

TEL 0247-61-2860（代表） FAX 0247-62-3966

公式ホームページ http://www.katsurao.org/
広報担当電⼦メール hp@vill.katsurao.lg.jp

○ふたば農業協同組合 TEL 024-554-3095 FAX 024-554-3097

○東北電⼒コールセンター TEL 0120-175-655（フリーダイヤル）

○ＮＴＴ東⽇本 TEL １１６

皆さまからのご意⾒・ご質問・記事・写真等をお待ちしております
(メール) hp@vill.katsurao.lg.jp (電話) 0247-61-2850・0247-61-2860
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